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規

則

東
京
都
職
員
互
助
組
合
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
九
十
二
号

東
京
都
職
員
互
助
組
合
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
職
員
互
助
組
合
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
東

京
都
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
第
六

条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の
二
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
」

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
七
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
削
る

部
分
は
公
布
の
日
か
ら
、
「
第
六
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
六
条
の

二
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
」
に
改
め
る
部
分
は
令
和
五
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長
に
対

し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と

な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。令

和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
四
年
九
月
三
十
日
（
金
曜
日
）
午

後
一
時
三
十
分
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
青
梅
合
同
庁
舎
三
階
第
五
会
議

室青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指

導
第
三
課
指
導
第
二
担
当
（
東
京
都
青

梅
合
同
庁
舎
三
階
）

青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

電
話
○
四
二
八
（
二
三
）
三
七
三
五

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

あ
き
る
野
市
秋
川
三
丁
目
一
番
地
一

秋
川
農
業
協
同
組
合

建
築
敷
地

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
平
井
二
千
五
百
番
ほ
か

地
域
地
区

等

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住

居
専
用
地
域
、
準
防
火
地
域
、
十
メ
ー
ト
ル
第
一

種
高
度
地
区
及
び
第
二
種
高
度
地
区

申

請

の

概

要

工
事
種
別

及
び
用
途

新
築

農
協
金
融
店
舗
ほ
か

敷
地
面
積

約
二
千
二
百
一
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
四
百
三
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
五
百
五
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
骨
造

地
上
二
階
ほ
か
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高
さ

九
・
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
か

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書

◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

法
第
五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害

者
支
援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
八
月
一
日

付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
千
二
百
七
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

所
沢
武
蔵
村
山
立
川

二

変
更
の
区
間

武
蔵
村
山
市
学
園
一
丁
目
二
番
三
地
先
か
ら
同

所
四
十
九
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
失
効
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
が

効
力
を
失
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百

四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告

す
る
。令

和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
京
多
摩
い
の
ち
の
電
話

二

代
表
者
の
氏
名

早
借

洋
一

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

国
分
寺
市
本
町
一
丁
目
六
番
二
号

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
四
年
八
月
十
八
日

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ツ
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

吉
田

千
尋

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
宇
田
川
町
十
二
番
三
号

ニ
ュ
ー
渋
谷
コ
ー
ポ
ラ
ス
一

〇
〇
九

四

失
効
の
理
由

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認

定
の
有
効
期
間
が
経
過
し
た
た
め

五

失
効
年
月
日

令
和
四
年
八
月
十
八
日

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

府
中
市
西
府
町
三
丁
目
十
九
番
六
、

同
番
七
及
び
同
番
十
六
の
一
部

府
中
市
西
府
町
三
丁
目
一
番
地

の
三

小
澤

直
哉

稲
城
市
大
字
坂
浜
字
十
五
号
九
百

九
十
七
番
一

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

西
東
京
市
栄
町
一
丁
目
六
百
四
十

七
番
一

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
四
七

七

株
式
会
社

岸
村
設
備

商
会

岸
村

悟

日
野
市
平
山

四
丁
目
十
七

番
地
の
二
十

七

令
和
四
年

八
月
二
十

五
日

一
〇
四
七

八

合
同
会
社

小
林
設
備

竹
内

和
彦

埼
玉
県
越
谷

市
瓦
曽
根
一

丁
目
十
三
番

五
号

同
日

一
〇
四
七

九

尾
藤
設
備

尾
藤

龍
二

中
野
区
弥
生

町
一
丁
目
一

番
二
号

同
日

一
〇
四
八

〇

有
限
会
社

斉
藤
水
工

店

齋
藤

晋
弘

大
田
区
上
池

台
三
丁
目
二

十
六
番
十
二

号

同
日

一
〇
四
八

一

Ａ
ｒ
ａ
ｋ

ａ
ｎ
ｅ
水

道
サ
ポ
ー

ト

荒
金

良
介

埼
玉
県
志
木

市
幸
町
一
丁

目
十
六
番
五

号

同
日

一
〇
四
八

二

株
式
会
社

ク
ロ
ー
ニ

ー
ワ
ー
ク

ス

榎
元

崇

立
川
市
幸
町

二
丁
目
十
八

番
地
の
五

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次
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の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
九
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

六
九
六
九

有
限
会
社

Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

Ｌ
ｉ
ｎ

ｅ

小
林

隆
浩

八
王
子
市
横

川
町
五
百
二

十
番
地
七

平
成
二
十

四
年
七
月

三
十
一
日

六
七
一
七

創
和
設
備

藤
野

泰
紀

八
王
子
市
元

本
郷
町
一
丁

目
十
六
番
三

号

平
成
二
十

六
年
十
二

月
三
十
一

日

七
一
八
八

有
限
会
社

新
明

高

美
蘭

江
戸
川
区
南

小
岩
一
丁
目

三
番
七
号

平
成
三
十

年
四
月
一

日

七
四
五
八

有
限
会
社

田
牧
工
業

所

田
牧

清

八
王
子
市
長

沼
町
千
五
百

十
六
番
地
六

平
成
三
十

一
年
四
月

三
十
日

六
七
二
五

有
限
会
社

タ
カ
シ
設

備

加
藤

隆

町
田
市
金
森

東
二
丁
目
十

番
十
七
号

令
和
元
年

六
月
三
十

日

七
四
六
七

有
限
会
社

昭
栄
工
業

吉
澤

好
恭

神
奈
川
県
相

模
原
市
南
区

麻
溝
台
八
丁

目
二
十
二
番

二
十
六
号

同
年
十
月

十
五
日

七
二
八
一

こ
か
い
水

道
設
備
有

限
会
社

小
海

幸
子

千
葉
県
木
更

津
市
岩
根
四

丁
目
九
番
三

号

令
和
四
年

一
月
一
日

九
七
五
八

丸
忠
建
設

株
式
会
社

丸
山

忠
国

町
田
市
金
森

四
丁
目
十
七

番
十
八
号

同
年
七
月

二
十
八
日

七
五
二
一

信
和
興
業

稲
田

照
美

板
橋
区
坂
下

同
月
三
十

株
式
会
社

二
丁
目
十
三

番
八
号

一
日

六
九
六
〇

有
限
会
社

エ
ム
エ
ム

工
業

村
上

将
之

調
布
市
西
つ

つ
じ
ケ
丘
二

丁
目
十
五
番

地
一

同
年
八
月

一
日

七
四
七
八

有
限
会
社

東
和
建
興

野
口

賢
一

神
奈
川
県
横

浜
市
鶴
見
区

下
末
吉
五
丁

目
三
番
十
三

号

同
日

七
五
一
四

奥
村
床
暖

房

奥
村

守

足
立
区
南
花

畑
一
丁
目
十

八
番
十
八
号

同
日

七
三
九
七

金
澤
建
設

株
式
会
社

金
澤

貴
史

小
金
井
市
東

町
四
丁
目
十

六
番
二
十
六

号

同
月
三
日

七
三
一
七

有
限
会
社

横
山
水
道

設
備

渡
邊
雄
一
郎

神
奈
川
県
川

崎
市
宮
前
区

野
川
本
町
二

丁
目
二
十
八

番
十
六
号

同
月
五
日

七
四
五
九

株
式
会
社

プ
チ
グ
ラ

ン
デ

髙
瀬

一
男

葛
飾
区
西
亀

有
二
丁
目
十

九
番
八
号

同
日

六
七
〇
九

進
悦
設
備

山
口

悦
男

町
田
市
小
山

町
八
百
四
十

五
番
地
一

同
月
八
日

六
九
七
五

株
式
会
社

廣
川
興
業

廣
川

博
起

八
王
子
市
元

本
郷
町
四
丁

目
六
番
六
号

同
月
九
日

七
五
三
四

平
井
総
合

設
備

辻
澤

昌
夫

墨
田
区
立
花

六
丁
目
二
十

番
十
六
号

同
月
十
六

日

六
九
七
〇

有
限
会
社

山

光
一

埼
玉
県
坂
戸

同
月
十
七

フ
ジ
産
業

市
大
字
赤
尾

千
九
百
二
十

三
番
地

日

六
七
三
三

株
式
会
社

中
央
工
業

森
本

憲
治

八
王
子
市
横

川
町
三
十
四

番
地
一

同
月
二
十

二
日

七
四
二
一

橋
本
設
備

橋
本

喜
也

葛
飾
区
西
水

元
三
丁
目
二

十
番
七
号

同
日

七
五
五
六

小
林
設
備

小
林

憲
治

埼
玉
県
越
谷

市
瓦
曽
根
一

丁
目
十
三
番

五
号

同
月
二
十

四
日

七
五
一
八

岸
村
設
備

商
会

岸
村

悟

日
野
市
平
山

四
丁
目
十
七

番
地
の
二
十

七

同
月
二
十

五
日

五
五
〇
〇

環
境
設
計

研
究
所

伊
藤

新
策

台
東
区
根
岸

五
丁
目
十
番

七
号
三
〇
一

同
月
二
十

六
日

七
一
一
九

有
限
会
社

林
屋
商
店

林

新
藏

東
久
留
米
市

本
町
三
丁
目

十
一
番
十
六

号

同
月
三
十

日

七
三
六
九

有
限
会
社

み
そ
の
水

道
設
備
工

業

御
園

恒
雄

千
葉
県
山
武

郡
九
十
九
里

町
西
野
二
百

七
十
九
番
地

二

同
月
三
十

一
日
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